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Ⅰ 総論 

１ はじめに 

平成２７年８月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立し、地

方公共団体には、事業主行動計画の策定と公表が定められたことから、柏原市において

も女性活躍推進に関する取り組みを総合的・効果的に実施していけるよう、女性活躍推

進法に基づく「特定事業主行動計画」を平成２８年３月に策定し、前回の改訂では、令

和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間としていました。  

今般、女性活躍推進法が改正され、同法の有効期限が令和１７年度まで更に延長され

たことに伴い、引き続き、女性職員の職場生活における活躍を推進し、仕事と育児等を

両立しやすい環境を整備していけるように本計画を改訂しました。男女が共に自らの希

望に応じ職業生活と家庭生活を両立しつつ、その個性と能力を発揮して活躍できるよう、

職員一人一人が働き方を見つめ直し、職員全体で働きやすい職場環境づくりに取り組ん

でいきましょう。 

 

 

２ 策定主体 

この行動計画は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法

律第６４号。以下「法」という。）第１５条に基づき、柏原市長、柏原市議会議長、柏

原市選挙管理委員会、柏原市代表監査委員、柏原市公平委員会、柏原市農業委員会、

柏原市固定資産評価審査委員会、柏原市病院事業管理者、柏原市教育委員会が策定す

る特定事業主行動計画です。 

 

 

３ 計画期間 

   計画期間については、時限立法である法の有効期間である令和８年度から令和１７

年度までの１０年間のうち、前半にあたる５年間を計画期間とします。 

 

 

４ 基本方針 

この計画では、女性職員の活躍の推進に向けて特に重要とされる項目に関して状況

把握と改善すべき事情についての分析を行い、分析結果に基づいて女性職員の活躍を

推進するための目標と取組内容を設定することとします。 

なお、状況把握及び分析に関しては、直近で使用可能なデータを用いることとし、

また目標と取組内容は項目別に大きな課題と考えられるものから順に記載することと

します。 



Ⅱ 女性活躍の推進に向けた課題への取り組み 

１ 採用について 

   【令和７年度 採用数】 

職種 採用数(人) 男性(人) 女性(人) 女性の割合(％) 

事務職 12 6 6 50.0 

技術職 2 2 0 0.0 

保育士 5 0 5 100.0 

計 19 8 11 57.9 

   

 

   【令和７年度 在籍数】 

職種 在席数(人) 男性(人) 女性(人) 女性の割合(％) 

事務職 331 216 115 34.8 

技術職 65 63 2 3.2 

保育士 62 2 60 96.8 

保健師 17 0 17 100.0 

教諭等 25 9 16 64.0 

技能労務職 11 11 0 0.0 

計 511 301 210 41.1 

 

  〈状況把握・課題分析〉 

    採用に占める女性職員の割合については、事務職において在籍数に占める割合を

超えた割合で採用することができましたが、技術職では女性の応募自体が無かった

ため採用に至りませんでした。 

 

目標： 各職種とも一定数の女性職員の確保が必要となってくることから、今後市

で採用する職種において、応募者数・採用者数とも女性割合４０％以上を

目指します。 

 

《取組内容》 

  ○近隣大学へのアプローチやハローワークでの募集周知を強化し、女性からの応募の

増加を図ります。 

  ○就職説明会等で市が行っている子育て支援制度を紹介するなどにより、女性が活躍

できる職場であることをホームページで広報していきます。 

 



２ 仕事と家庭の両立について 

   【令和６年度 育児休業取得率】 

性別 対象者(人) 取得者(人) 取得率(％) 

男性 9 5 55.6 

女性 20 20 100.0 

 

【令和６年度 育児休業の取得期間の分布状況】 

男

性 

 

取得期間 取得者(人) 女

性 

取得期間 取得者(人) 

２週間以上～１月以下 3 １年以下 7 

１月超～２月以下 1 １年超～２年以下 1 

２月超～３月以下 1 ２年超 12 

 

   【令和６年度 男性職員の配偶者出産休暇取得率】 

対象者(人) 取得者(人) 取得率(％) 平均取得日数(日) 

9 8 88.9 2.8 

   ※妻が出産する場合、３日の範囲内で取得できます。 

 

   【令和６年度 男性職員の育児参加休暇取得率】 

対象者(人) 取得者(人) 取得率(％) 平均取得日数(日) 

9 5 55.6 4.4 

※妻の産前産後の期間に、出産に係る子又は就学前の上の子の養育のために５日の範囲内で取得で

きます。 

 

〈状況把握・課題分析〉 

    育児休業においては女性職員の取得は１００％であったものの、男性職員の取得

は５５．６％でした。また、出産時の立ち合い等に利用されることも多い配偶者出

産休暇の取得率は、８８．９％であり、育児参加休暇の取得率も増加傾向にあり、

制度の浸透が伺えます。 

ワーク・ライフ・バランスの実現と性別役割分担の見直しが重要視される中、取

得率の向上に向けて取組みを進めていく必要があります。 

 

  目標： 男性の育児休業取得率     ５５．６％ → ８５％ 

      男性の配偶者出産休暇取得率  ８８．９％ → ９０％ 

      男性の育児参加休暇取得率   ５５．６％ → ８５％ 

 

 



《取組内容》 

  ○育児に関する休業・休暇制度について、庁内 LANへ掲載し、より一層の周知に努

め、育児中の職員に対しては、個別の周知と意向確認を行います。 

  ○取得に対する男性職員の気兼ねを払拭し、安心して休業・休暇を取得できるよう、

所属長を中心とした職場全体での雰囲気づくりを促進します。 

 

 ３ 働き方について 

   【令和６年度 職員１人当たりの平均時間外勤務時間数】 

単位：時間 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月   

時間外勤務時間 14.7 14.0 9.8 9.1 7.3 6.7   

月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 月平均 年平均 

時間外勤務時間 8.1 11.1 9.2 6.4 9.3 9.2 9.6 114.7 

 

   【令和６年度 年次有給休暇の平均取得日数】 

平均取得日数(日) 消化率(％) 

12.3 32.8 

 

〈状況把握・分析〉 

    時間外勤務の状況については、年度替わりで繁忙期となる４月５月の１人当たり

の平均時間数が１０時間を超えているものの、他の月は一桁で収まっており、１年

を通しての月平均時間数は９．６時間、年平均時間数は１１４．７時間となってい

ます。また、年次有給休暇については、平均取得日数が１２．３日となっており、

大阪府内市町村の平均取得日数が１４．７日である中、取得日数が少ない状況とな

っています。 

業務効率の面だけでなく職員の心身の健康保持の観点からも、時間外勤務の縮減

と年次有給休暇の取得向上に向けた取り組みを職場全体で進めていく必要がありま

す。 

    

目標： 時間外勤務の年平均時間数 １１４．７時間 → １０３．２時間（10％削減） 

     年次有給休暇の平均取得日数  １２．３日 → １５日 

 

《取組内容》 

   ○所属長は、職場全体の業務の進捗管理に気を配り、時間外勤務を命令する際には

当該時間外勤務が本当に臨時かつやむを得ない勤務かどうかを判断し、適切な命

令に努めます。 



   ○定時退庁日（毎週水曜日：ノー残業デー）には、全職員が定時退庁するよう注意

喚起を行います。また各職場の所属長は率先垂範して定時退庁し、部下に時間外

勤務をさせないように努めます。 

   ○職員一人一人が業務の効率化を念頭に置き、時間外勤務を縮減していけるよう計

画的に仕事を進めます。 

   ○所属長は部下の年次休暇の取得状況を把握し、取得日数の少ない者に取得を促し

ます。 

   ○各職場において、年間の業務計画を周知するなど休暇の計画が立てやすいよう配

慮し、年次休暇を取得しやすい雰囲気づくりに努めます。 

 

 ４ 女性の登用について 

   【令和７年度 各役職段階に占める女性職員の割合】 

役職 役職別職員数(人) うち女性職員数(人) 女性割合(％) 

部次長級 35 4 11.4 

課長級 58 10 17.2 

課長補佐級 81 29 35.8 

係長級 74 22 29.7 

   ※病院医療職を除いています。 

 

   【令和７年度 課長級以上の職員に占める女性職員の割合】 

課長級以上職員数(人) うち女性職員数(人) 女性割合(％) 

93 14 15.1 

   ※病院医療職を除いています。 

 

〈状況把握・分析〉 

    令和７年度における各役職者の女性比率は、部次長級は１１．４％、課長級１７．

２％と低い状況にありますが、課長補佐級は３５．８％、係長級は２９．７％とな

っていることから、将来的には課長級以上の女性管理職が増加していくことが見込

まれます。 

 

   目標： 課長級以上の職員に占める女性職員の割合 １５．１％ → ３０％ 

  

《取組内容》 

  ○能力育成・資質向上を目的に、女性職員の幅広い分野への積極的な登用を進めます。 

  ○女性職員が仕事と家庭の両立を図りながらキャリア形成できるよう、女性職員の意

欲向上や活躍推進に繋がる研修を実施していきます。 


